
物 件 名

画地の所在

地 積 地　目 宅地

予 定 価 格
（ 最低入札価格）

形 状 等

接面道路の幅員等

用途地域

建ぺい率

容 積 率

電    気 公共下水道

上 水 道 都市ガス

交 通 条 件
公共・ 公益施設等

参 考 事 項

備　　　　　　　考

引込可

引込可
未整備

　Ｊ Ｒ「 宍道」 駅まで５００ｍ （ 直線距離）

　松江市宍道支所まで約５００ｍ（ 直線距離）

注　この物件概要の記載内容を調査及び確認等した者は、島根県総務部管財課の担当職員です。（ 島根県に属
する他の職員まで含むものではありません。）

　調査及び確認した者が把握している事項について、物件概要に記載しています。

　物件概要において、不明としている事項、調査していないとしている事項、入札参加者において確認をお願
いしている事項について、購入後に、入札参加者にとって不利益となる事象が発生しても、県はその責任を負
いません。

　１　交通条件は概ねの距離であり、詳細は現地を直接ご確認ください。

　２　建築にあたっての法的規制の詳細は、購入後の利用目的に応じて市役所等に確
認してください。

  間口約２９ｍ、平均奥行約１６ｍのほぼ長方形画地

　北西方にて幅員約１４ｍの国道９号線に等高～約１ｍ低く接面

都 市 計 画 法
等 の 制 限

都市計画地域

商業地域

そ の 他80%

　近隣地域は、松江市宍道町の中心部にあって、国道沿いに位置する商業地域であ
り、金融機関、営業所、工場等を中心に、一部住宅も介在している。また、当該地に
接面する国道９号の下り車線が西行き直進レーンと南行き国道５４号方面左折レーン
とに分岐している。

400%

物 件 概 要

元松江警察署宍道屋駐在所

松江市宍道町昭和２０３番２

472. 773㎡（ 公簿） 472. 77㎡（ 実測）

金 １６，４０５，０００ 円

供 給 処 理
施 設 の 状 況

引込可







県 有 財 産売買 契 約書

売主島根県（ 以下「 甲」 という 。 ） と買主 （ 以下「 乙」 という 。 ） とは、

次の条項により県有財産の売買契約を締結する。

（ 目的）

第１条 甲は、 その所有する次の県有財産（ 以下「 物件」 という。 ） を乙に売り渡し、

乙は、 これを買い受けるものとする。

所在地 地目 数量 備考

松江市宍道町昭和２ ０ ３番２ 宅地 ４ ７ ２ ． ７ ７㎡

（ 売買代金）

第２条 物件の売買代金（ 以下「 代金」 という 。 ） は金 円とする。

（ 契約保証金）

第３条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付

しなければならない。

２ 既納の入札保証金 円は、前項の契約保証金の一部に充当するものとする。

３ 第１項に規定する契約保証金には、利息を付さないものとする。

４ 甲は、乙が次条に規定する義務を履行したときは、第１項に規定する契約保証金を

代金の一部に充当する。

５ 乙が次条に規定する義務を履行しないときは、第１項に規定する契約保証金は、甲

に帰属するものとする。

（ 代金の納付）

第４条 乙は、代金と前条に規定する契約保証金との差額、金 円を

平成 年 月 日までに甲の発行する納入通知書により甲に納付しなければな

らない。

（ 所有権の移転および登記の嘱託）

第５条 物件の所有権は、乙が代金を完納したときに、乙に移転するものとする。

２ 乙は、物件の所有権が移転したときは、当該所有権の移転登記に必要な書類を甲に

提出し、甲は、すみやかに当該所有権の移転登記を登記所に嘱託するものとする。

（ 物件の引渡し）

第６条 物件は、 所有権移転と同時に甲から乙に対し引き渡されたものとする。

（ 危険負担）
第７条 乙は、この契約締結のときから、物件の所有権の移転のときまでの間において、

物件が甲の責に帰することができない理由により滅失し、 またはき損した場合には、

甲に対して代金の減免を請求することができない。

（ 担保責任）

第８条 乙は、 この契約締結後、物件に数量の不足、 または隠れた瑕疵のあることを発

見しても、代金の減額もしく は損害賠償の請求または契約の解除をすることができな

い。

○案



（ 用途制限等）

第９条 乙は、 この契約締結の日から１ ０年を経過するまでの期間（ 以下「 指定期間」

という 。 ） 、 物件を次の各号に掲げる用途に供してはならない。

（ １ ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３年法律第７ ７号） 第２

条第２号から第４号及び第６号の規定に該当する者の事務所、住宅またはこれらに

類するものの用途

（ ２ ） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（ 平成１ １年法律第１ ４ ７

号） 第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はこれらに類するものの用

途

（ ３ ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（ 昭和２ ３年法律第１ ２ ２号）

第２条第１項に規定する風俗営業および同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業の用途

２ 乙は、指定期間が満了するまでは、物件を前項各号の用途に供するおそれのある第

三者へ譲渡し、 または貸付けてはならない。

（ 実地調査等）

第１ ０条 甲は、 前条の指定期間が満了するまでは、 物件について随時調査し、 または

乙に対し、 必要な報告を求めることができる。

２ 乙は、前項の規定による甲の調査を拒み、 もしく は妨げ、 または同項の報告を怠っ

てはならない。

（ 違約金）

第１ １条 乙は、 第９条または前条第２項に規定する義務に違反したときは、次に定め

る額を甲に違約金として納付しなければならない。

（ １ ） 第９条に規定する義務に違反したときは、代金の３ ０パーセント に相当する額

（ ２ ） 前条第２項に規定する義務に違反したときは、代金の１ ０パーセント に相当する

額

２ 前項に規定する違約金は、違約罰であって、 第１ ５条に規定する損害賠償またはそ

の一部と解釈しないものとする。

（ 契約の解除）

第１ ２条 甲は、 乙が前条第１項各号の一に該当する場合その他この契約による義務を

履行しない場合は、 催告をしないで、 ただちにこの契約を解除することができる。

（ 返還金等）

第１ ３条 甲は、 解除権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。ただし、当

該返還金には利息を付さないものとする。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金および乙が物件に支出した必

要費、 有益費その他いっさいの費用は償還しない。

（ 乙の原状回復義務）

第１ ４条 乙は、 甲が第１ ２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期

日までに物件を原状に回復して返還しなければならない。 ただし、 甲が物件を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、 現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、 物件が滅失またはき損しているときは、 その

損害賠償として、 契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に納付しなけれ

ばならない。

３ 乙は、第１項の規定により、 物件を甲に返還するときは、同時に物件の所有権移転

登記承諾書を甲に提出しなければならない。



（ 損害賠償）

第１ ５条 甲は、 乙がこの契約に規定する義務を履行しないため損害を受けたときは、

その損害の賠償を請求することができる。

（ 返還金の相殺）

第１ ６条 甲は、 第１ ３条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が第１

１条に規定する違約金または第１ ４条第２項もしく は前条に規定する損害賠償金を甲

に支払うべき義務があるときは、返還する代金とこれらの全部または一部と相殺する。

（ 登記の費用）

第１ ７条 物件の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。

（ 契約の費用）

第１ ８条 この契約の締結および履行に必要ないっさいの費用は、すべて乙の負担とす

る。

（ 疑義の決定等）

第１ ９条 この契約書の各条項の解釈について疑義を生じたとき、 またはこの契約書に

規定しない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、 甲および乙記名押印のうえ、 各

自１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

（ 甲） 売 主 島根県

島根県知事 溝口 善兵衛

（ 乙） 買 主 住所

氏名


